
令和６年度 冬休みのきまり 恵庭市生徒指導協議会  

恵庭市少年育成センター 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 帰
き

宅
たく

時
じ

刻
こく

（外
がい

出
しゅつ

時
じ

間
かん

） 
小学生 中学生 高校生 

午後
ご ご

４時まで 午後
ご ご

６時まで 午後
ご ご

９時まで 

(1) 外 出
がいしゅつ

するときは、 必
かなら

ず行
い

き先
さき

と帰宅
きたく

時刻
じこく

を保護者
ほ ご し ゃ

に伝
つた

えましょう。  

(2) 外 出
がいしゅつ

時間
じかん

より遅
おそ

い時間
じかん

に初 詣
はつもうで

に行
い

く場合
ばあい

は、保護者
ほ ご し ゃ

同伴
どうはん

で行
い

くようにしましょう。  

 

２． 遊技場
ゆうぎじょう

や商 業
しょうぎょう

施設
し せ つ

への出入
で い

り 

(1) 小・中学生については、カラオケ、ゲームセンター（ゲームコーナー）などには、責任
せきにん

のもて

る大人
おとな

と一緒
いっしょ

に行
い

きましょう。  

(2) 用事
ようじ

のない 商 業
しょうぎょう

施設
しせつ

（ショッピングモール、スーパーなど）には出入
で い

りしないようにしまし

ょう。  

 

３． 映画
え い が

鑑賞
かんしょう

 

(1) 《小学生》保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
いっしょ

に行
い

くようにしましょう。  

(2) 《中学生》保護者
ほ ご し ゃ

同伴
どうはん

が望
のぞ

ましいですが、友達
ともだち

同士
どうし

で行
い

く時
とき

は、保護者
ほ ご し ゃ

の同意
どうい

を得
え

て、外 出
がいしゅつ

時間内
じかんない

に帰
かえ

れるようにしましょう。  

(3) 《高校生》保護者
ほ ご し ゃ

の同意
どうい

を得
え

て、外 出
がいしゅつ

時間内
じかんない

に帰
かえ

れるようにしましょう。 

 

きまりが守られていないようすを見かけたり

困ったことがありましたら連絡してください 恵庭
え に わ

交番
こうばん

 0123-32-2028 
 

～ 保護者のみなさまへ ～ 

この「冬休みのきまり」は、４月に各家庭に配布した『校外生活のきまり』を基本

に作成しています。各小・中・高校においては、この他にも細部にわたってきまりが

あります。  

  冬休み期間中は、子どもが家庭や地域にて活動する時間が増えます。それにともな

い、そうした子どもの行動に対して家庭が担う責任も大きくなります。つきましては、

以下のきまりをご確認いただき、家庭内はもちろんのこと、地域との連携を深めなが

ら、子どもにとって安全で実りのある冬休みになるようご指導をお願いいたします。  



４． スキー・スケート 

(1) 公 共
こうきょう

の場所
ばしょ

であることを自覚
じかく

し、マナーを守
まも

って利用
りよう

しましょう。 

(2) 大
おお

きなケガにつながるような危
あぶ

ないすべりをしないようにしよう。  

(3) 《小学生》責任
せきにん

のもてる大人
おとな

と一緒
いっしょ

に利用
りよう

しましょう。  

(4) 《中学生》責任
せきにん

のもてる大人
おとな

と一緒
いっしょ

に利用
りよう

するのが望
のぞ

ましいですが、友達
ともだち

同士
どうし

で出かける時
とき

は、保護者
ほ ご し ゃ

の同意
どうい

を得
え

て、外 出
がいしゅつ

時間内
じかんない

に帰
かえ

れるように利用
りよう

しましょう。  

(5) 《高校生》外 出
がいしゅつ

時間内
じかんない

に帰
かえ

れるように利用
りよう

しましょう。  

 

 

５． 交通
こうつう

事故
じ こ

防止
ぼ う し

 

(1) 冬
ふゆ

道
みち

はせまく、すべるので、道
どう

路上
ろじょう

での遊
あそ

びは絶対
ぜったい

にしてはいけません。また、必
かなら

ず歩道
ほどう

を

歩
ある

き、歩道
ほどう

・車道
しゃどう

の区別
くべつ

がつかないところでは、右端
みぎはし

を歩
ある

きましょう。 

(2) 冬
とう

期間
きかん

の自転車
じてんしゃ

の使用
しよう

は、非常
ひじょう

に危険
きけん

なのでやめましょう。  

(3) オートバイや自動車
じどうしゃ

の運転
うんてん

・いたずらなどは絶対
ぜったい

にしてはいけません。  

(4) 部活動
ぶかつどう

などで登
とう

下校
げこう

する時
とき

は、 必
かなら

ず通学
つうがく

路
ろ

を通
とお

りましょう。  

 

 

６． その他
ほか

 

(1) 不審者
ふしんしゃ

を見かけたり、遭遇
そうぐう

したりした場合
ばあい

は、すぐに警察
けいさつ

に通報
つうほう

するようにしましょう。  

(2) 多額
たがく

の現金
げんきん

は持
も

ち歩
ある

かないようにしましょう。また、お金
かね

の貸
か

し借
か

りもしないようにしまし

ょう。  

(3) 道路
どうろ

、危険
きけん

な場所
ばしょ

（資材
しざい

置場
おきば

、工事
こうじ

現場
げんば

等
とう

）、空
あ

き家
や

では遊
あそ

ばないようにしましょう。   

(4) 保護者
ほ ご し ゃ

のいない友
とも

だちの家
いえ

には入
はい

らないようにしましょう。（集
あつ

まらないようにしましょう。）

また、友
とも

だちの家
いえ

に泊
と

まることも禁止
きんし

されています。  

(5) 冬
ふゆ

休
やす

み 中
ちゅう

は屋内
おくない

ですごす時間
じかん

が長
なが

くなるため、ネットの利用
りよう

時間
じかん

も長
なが

くなりがちです。ネッ

ト端末
たんまつ

を使
つか

う上
うえ

での家
か

庭内
ていない

でのルールや、行
おこな

っていけない行為
こうい

については、あらためて親子
おやこ

で確認
かくにん

をしましょう。また、保護者
ほ ご し ゃ

につきましては、フィルタリングを設定
せってい

するなど、子
こ

ども

が有害
ゆうがい

・悪質
あくしつ

なサイトに出入
で い

りできないような対策
たいさく

を講
こう

じるようにお願
ねが

いします。  

(6) ネット 上
じょう

に他人
たにん

の悪口
わるぐち

やデマ（嘘
うそ

）を書
か

き込
こ

むことは、たとえそれが相手
あいて

に直 接
ちょくせつ

向
む

けたも

のでなくても犯罪
はんざい

になります。また、他人
たにん

の写真
しゃしん

や動画
どうが

、住 所
じゅうしょ

や電話番号
でんわばんごう

などといった個人
こじん

情 報
じょうほう

を、本人
ほんにん

の許可
きょか

なくアップしたり、他人
たにん

とやり取
と

りしたりするのも犯罪
はんざい

になりますので

しないようにしましょう。 

 

 
 


